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新
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前
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旧
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医
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発
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８
月
 1
0 
日
 

（
一

部
改

正
）

 

医
政
地
発
 0
82
5 
第
７
号
 

老
 介

 発
 0
82
5 
第
１
号
 

保
 連

 発
 0
82
5 
第
１
号
 

令
和

２
年

８
月

2
5
日

 

   
 
 
 
 
 
衛

生
主

管
部

（
局

）
長

 
各
都
道
府
県
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
殿
 

 
 
 
 
 
 
介
護
保
険
主
管
部
（
局
）
長
 

厚
生

労
働

省
医

政
局

地
域

医
療

計
画

課
長

 

厚
生

労
働

省
老

健
局

介
護

保
険

計
画

課
長

 

厚
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医
療
介
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連
携
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課
長
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 印
 省

 略
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医
療
計
画
及
び
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
に
お
け
る
 

整
備
目
標
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
に
係
る
整
合
性
の
確
保
に
つ
い
て
 

  
 

医
療
計
画
（
医
療
法
（
昭
和

23
年
法
律
第

20
5
号
）
第

30
条
の
４
に
規
定
す
る
医
療
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
、

介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
（
介
護
保
険
法
（
平
成
９
年
法
律
第

12
3
号
）
第

11
7 

条
第
１
項
に
規
定
す
る
市
町
村
介

護
保
険
事
業
計
画
（
以
下
「
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
」
と
い
う
。）

及
び
同
法
第

11
8 
条
第
１
項
に
規
定
す
る
都
道
府

県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
（
以
下
「
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
」
と
い
う
。）

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

に
つ
い

て
は
、
病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
の
推
進
に
よ
る
効
率
的
で
質
の
高
い
医
療
提
供
体
制
の
構
築
並
び
に
在
宅
医
療
・
介

護
の
充
実
等
の
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
が
一
体
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
整
合
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
  

今
般
、
第
７
次
医
療
計
画
の
中
間
見
直
し
に
お
け
る
在
宅
医
療
等
の
整
備
目
標
、
第
８
期
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画

に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
を
整
合
的
に
定
め
る
に
当
た
っ
て
の
基
本
的
な
考
え
方
を
整
理
し
た
の
で
、
ご
了
知

の
上
、
医
療
計
画
及
び
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
の
策
定
に
係
る
検
討
を
進
め
る
と
と
も
に
、
貴
管
内
市
区
町
村

へ
周
知
願
い
た
い
。
 

  

記
  

  

医
政
地
発
 0
81
0 
第
１
号
 

老
 介

 発
 0
81
0 
第
１
号
 

保
 連

 発
 0
81
0 
第
１
号
 

平
成
 2
9 
年
８
月
 1
0 
日
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部
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長
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介
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険
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管
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（
局
）
長
 

厚
生

労
働

省
医

政
局

地
域

医
療

計
画

課
長

 

厚
生

労
働

省
老

健
局

介
護

保
険

計
画

課
長

 

厚
生
労
働
省
保
険
局
医
療
介
護
連
携
政
策
課
長
 

（
 公

 印
 省

 略
 ）

 
 
 
 
 

  
 

 

第
７
次
医
療
計
画
及
び
第
７
期
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
に
お
け
る
 

整
備
目
標
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
に
係
る
整
合
性
の
確
保
に
つ
い
て
 

  
 

平
成

29
年
度
は
、
第
７
次
医
療
計
画
（
医
療
法
（
昭
和

23
年
法
律
第

20
5
号
）
第

30
条
の
４
第

12
号
に
規
定
す
る

医
療
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
、
第
７
期
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
（
介
護
保
険
法
（
平
成
９
年
法
律
第

12
3
号
）

第
11
7 
条
第
１
項
に
規
定
す
る
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
（
以
下
「
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
」
と
い
う
。）

及
び
同

法
第

11
8 

条
第
１
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
（
以
下
「
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
」

と
い
う
。）

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

が
同
時
に
策
定
さ
れ
る
年
で
あ
り
、
病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
の
推
進
に
よ
る
効

率
的
で
質
の
高
い
医
療
提
供
体
制
の
構
築
並
び
に
在
宅
医
療
・
介
護
の
充
実
等
の
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
が
一

体
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
こ
れ
ら
の
計
画
の
整
合
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
  

今
般
、
第
７
次
医
療
計
画
に
お
け
る
在
宅
医
療
等
の
整
備
目
標
、
第
７
期
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
に
お
け
る
サ
ー

ビ
ス
の
量
の
見
込
み
を
整
合
的
に
定
め
る
に
当
た
っ
て
の
基
本
的
な
考
え
方
を
整
理
し
た
の
で
、
ご
了
知
の
上
、
医
療
計
画

及
び
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
の
策
定
に
係
る
検
討
を
進
め
る
と
と
も
に
、
貴
管
内
市
区
町
村
へ
周
知
願
い
た

い
。
 

  

記
 

   

2



改
正
後
（
新
）
 

改
正
前
（
旧
）
 

１
 
基
本
的
な
方
針
  

医
療
計
画
に
お
い
て
は
、
必
要
な
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
を
定
め
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
の
期
間
と
合
わ
せ

て
そ
の
半
期
に
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
各
都
道
府
県
は
、
20
25

年
に
お
け
る
医
療
機
能
ご
と

の
医
療
需
要
に
基
づ
く
病
床
の
必
要
量
、
慢
性
期
機
能
か
ら
の
転
換
分
を
含
め
た
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
（
介
護
保

険
施
設
（
介
護
医
療
院
、
介
護
老
人
保
健
施
設
及
び
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
含

む
。）

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
、
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
、
認
知
症
共
同
生
活
介
護
、
そ
の
他
介
護
サ
ー
ビ
ス
、

在
宅
医
療
及
び
外
来
医
療
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

の
追
加
的
需
要
等
を
推
計
し
、
平
成

28
年
度
末
ま
で
に
地
域
医
療

構
想
（
医
療
法
第

30
条
の
４
第
２
項
第
７
号
に
規
定
す
る
地
域
医
療
構
想
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

を
策
定
し
た
。
一

方
、
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
に
お
い
て
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お
い
て
は

20
25

年
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
推
計
値
を
定
め
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
。
  

 20
25

年
に
向
け
て
、
地
域
医
療
構
想
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、
慢
性
期
機
能
か
ら
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
へ
の

転
換
を
含
め
た
追
加
的
需
要
に
つ
い
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
適
切
に
受
け
皿
の
整
備
が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、

医
療
計
画
及
び
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
に
お
い
て
は
、
こ
の
受
け
皿
整
備
の
必
要
量
を
踏
ま
え
た
在
宅
医
療
の

整
備
目
標
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
計
画
の
間
で
整
合
的
に
、
か
つ
受
け
皿
整

備
の
先
送
り
が
発
生
し
な
い
よ
う
計
画
的
に
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お
け
る

20
25

年
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
見
込
み
量
の
推
計
値
に
お
い
て
も
、
こ
の
受
け
皿
整
備
の
必
要
量
を
盛
り
込
ん
だ
も
の
と

す
る
必
要
が
あ
る
。
  

  
 

２
 
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
の
追
加
的
需
要
へ
の
対
応
の
考
え
方
に
つ
い
て
  

(1
) 
 追

加
的
需
要
の
範
囲
  

追
加
的
需
要
は
、
地
域
医
療
構
想
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
構
想
区
域
（
医
療
法
第

30
条
の
４
第
２

項
第
７
号
に
規
定
す
る
構
想
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

に
お
け
る

20
25

年
の
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
に
お
け
る

医
療
の
必
要
量
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
数
と
す
る
。
  

①
 
慢
性
期
入
院
患
者
（
療
養
病
棟
入
院
基
本
料
、
療
養
病
棟
特
別
入
院
基
本
料
、
有
床
診
療
所
療
養
病
床
入
院
基

本
料
及
び
有
床
診
療
所
療
養
病
床
特
別
入
院
基
本
料
を
算
定
す
る
入
院
患
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

の
う
ち
当

該
構
想
区
域
に
住
所
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
医
療
区
分
１
で
あ
る
患
者
の
数
の

70
％
に
相
当
す
る
数
。
  

②
 
慢
性
期
入
院
患
者
の
う
ち
、
当
該
構
想
区
域
に
住
所
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
入
院
受
療
率
の
地
域
差
を
解
消

し
て
い
く
こ
と
で
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
の
需
要
と
し
て
推
計
す
る
患
者
の
数
（
①
に
掲
げ
る
数
を
除
く
）。

  

③
 
一
般
病
床
の
入
院
患
者
（
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
入
院
料
を
算
定
す
る
入
院
患
者
を
除
く
。）

の

う
ち
、
医
療
資
源
投
入
量
（
※
）
が

22
5
点
未
満
の
医
療
を
受
け
る
入
院
患
者
で
あ
っ
て
当
該
構
想
区
域
に
住
所

を
有
す
る
者
の
数
か
ら
、
当
該
数
の
う
ち
（
イ
）
在
宅
復
帰
に
向
け
て
調
整
を
要
す
る
者
（
医
療
資
源
投
入
量

17
5
点
以
上

22
5
点
未
満
）、
（
ロ
）
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
る
入
院
患
者
で
あ
っ
て
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
料
を
加
え
た
医
療
資
源
投
入
量
が

17
5
点
以
上
と
な
る
医
療
を
受
け
る
者
の
数
を
控
除
し
て
得
た
数
。
  
 

※
 「

医
療
資
源
投
入
量
」
と
は
、
患
者
に
提
供
さ
れ
る
医
療
を

1
日
当
た
り
の
診
療
報
酬
(入

院
基
本
料
相
当
分
及

び
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
を
除
く
。
)の

出
来
高
点
数
に
よ
り
換
算
し
た
量
を
い
う
。
  

   

１
 
基
本
的
な
方
針
  

医
療
計
画
に
お
い
て
は
、
第
７
次
の
計
画
期
間
（
平
成

30
年
度
か
ら
平
成

35
年
度
ま
で
）
に
お
け
る
必
要
な
在
宅

医
療
の
整
備
目
標
を
定
め
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
の
期
間
と
合
わ
せ
て
そ
の
半
期
に
見
直
し
を
行
う
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
各
都
道
府
県
は
、
20
25

年
に
お
け
る
医
療
機
能
ご
と
の
医
療
需
要
に
基
づ
く
病
床
の
必
要
量
、

慢
性
期
機
能
か
ら
の
転
換
分
を
含
め
た
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
（
介
護
保
険
施
設
（
介
護
医
療
院
、
介
護
老
人
保
健

施
設
及
び
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
含
む
。）

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
、
特
定
施
設

入
居
者
生
活
介
護
、
認
知
症
共
同
生
活
介
護
、
そ
の
他
介
護
サ
ー
ビ
ス
、
在
宅
医
療
及
び
外
来
医
療
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）

の
追
加
的
需
要
等
を
推
計
し
、
昨
年
度
末
ま
で
に
地
域
医
療
構
想
（
医
療
法
第

30
条
の
４
第
２
項
第
７
号
に
規

定
す
る
地
域
医
療
構
想
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

を
策
定
し
た
。
一
方
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
及
び
都
道
府
県

介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
お
い
て
は
、
第
７
期
（
平
成

30
年
度
か
ら
平
成

32
年
度
ま
で
）
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
の

種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お
い
て
は

20
25

年
に
お
け
る
サ

ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
推
計
値
を
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
  

20
25

年
に
向
け
て
、
地
域
医
療
構
想
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、
慢
性
期
機
能
か
ら
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
へ
の

転
換
を
含
め
た
追
加
的
需
要
に
つ
い
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
適
切
に
受
け
皿
の
整
備
が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、

第
７
次
医
療
計
画
及
び
第
７
期
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
に
お
い
て
は
、
こ
の
受
け
皿
整
備
の
必
要
量
を
踏
ま
え

た
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
計
画
の
間
で
整
合
的
に
、

か
つ
受
け
皿
整
備
の
先
送
り
が
発
生
し
な
い
よ
う
計
画
的
に
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業

計
画
に
お
け
る

20
25

年
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
見
込
み
量
の
推
計
値
に
お
い
て
も
、
こ
の
受
け
皿
整
備
の
必
要
量
を
盛
り

込
ん
だ
も
の
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
  

  
 

２
 
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
の
追
加
的
需
要
へ
の
対
応
の
考
え
方
に
つ
い
て
  

(1
) 
 追

加
的
需
要
の
範
囲
  

追
加
的
需
要
は
、
地
域
医
療
構
想
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
構
想
区
域
（
医
療
法
第

30
条
の
４
第
２

項
第
７
号
に
規
定
す
る
構
想
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

に
お
け
る

20
25

年
の
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
に
お
け
る

医
療
の
必
要
量
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
数
と
す
る
。
  

①
 
慢
性
期
入
院
患
者
（
療
養
病
棟
入
院
基
本
料
、
療
養
病
棟
特
別
入
院
基
本
料
、
有
床
診
療
所
療
養
病
床
入
院
基

本
料
及
び
有
床
診
療
所
療
養
病
床
特
別
入
院
基
本
料
を
算
定
す
る
入
院
患
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

の
う
ち
当

該
構
想
区
域
に
住
所
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
医
療
区
分
１
で
あ
る
患
者
の
数
の

70
％
に
相
当
す
る
数
。
  

②
 
慢
性
期
入
院
患
者
の
う
ち
、
当
該
構
想
区
域
に
住
所
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
入
院
受
療
率
の
地
域
差
を
解
消

し
て
い
く
こ
と
で
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
の
需
要
と
し
て
推
計
す
る
患
者
の
数
（
①
に
掲
げ
る
数
を
除
く
）。

  

③
 
一
般
病
床
の
入
院
患
者
（
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
入
院
料
を
算
定
す
る
入
院
患
者
を
除
く
。）

の

う
ち
、
医
療
資
源
投
入
量
（
※
）
が

22
5
点
未
満
の
医
療
を
受
け
る
入
院
患
者
で
あ
っ
て
当
該
構
想
区
域
に
住
所

を
有
す
る
者
の
数
か
ら
、
当
該
数
の
う
ち
（
イ
）
在
宅
復
帰
に
向
け
て
調
整
を
要
す
る
者
（
医
療
資
源
投
入
量

17
5
点
以
上

22
5
点
未
満
）、
（
ロ
）
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
る
入
院
患
者
で
あ
っ
て
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
料
を
加
え
た
医
療
資
源
投
入
量
が

17
5
点
以
上
と
な
る
医
療
を
受
け
る
者
の
数
を
控
除
し
て
得
た
数
。
  
 

※
 「

医
療
資
源
投
入
量
」
と
は
、
患
者
に
提
供
さ
れ
る
医
療
を

1
日
当
た
り
の
診
療
報
酬
(入

院
基
本
料
相
当
分
及

び
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
を
除
く
。
)の

出
来
高
点
数
に
よ
り
換
算
し
た
量
を
い
う
。
  

   

3



改
正
後
（
新
）
 

改
正
前
（
旧
）
 

(2
) 
 市

町
村
ご
と
の
追
加
的
需
要
の
推
計
の
考
え
方
  

以
下
の
方
法
に
よ
り
、
(1
)の

①
か
ら
③
ま
で
ご
と
に
、
市
町
村
ご
と
の
追
加
的
需
要
の
値
を
推
計
す
る
。
  

ア
 
各
構
想
区
域
に
お
け
る
追
加
的
需
要
を
、
20
25

年
に
お
け
る
市
町
村
別
の
性
・
年
齢
階
級
別
人
口
で
按
分
す

る
。
  

20
25

年
に
お
け
る
市
町
村
別
の
性
・
年
齢
階
級
別
人
口
に
つ
い
て
は
、
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究

「
日
本
の
地
域
別
将
来
推
計
人
口
（
平
成

25
年
（
20
13

年
）
３
月
中
位
推
計
）」

を
用
い
る
。
  

イ
 
上
記
ア
で
得
た
令
和
７
年
（
20
25

年
）
時
点
の
市
町
村
別
の
値
か
ら
、
第
７
期
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計

画
の
終
了
時
点
と
な
る
令
和
２
年
度
末
及
び
第
７
次
医
療
計
画
、
第
８
期
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
の
終

了
時
点
と
な
る
令
和
５
年
度
末
ま
で
に
生
じ
る
値
を
、
比
例
的
に
推
計
す
る
。
  

具
体
的
に
は
、
追
加
的
需
要
が
、
第
７
次
医
療
計
画
及
び
第
７
期
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
の
開
始
年

度
と
な
る
平
成

30
年
度
か
ら
生
じ
、
令
和
７
年
度
末
ま
で
の
８
年
間
に
わ
た
っ
て
、
毎
年
度
同
じ
量
ず
つ
増

加
す
る
も
の
と
仮
定
し
て
、
比
例
的
に
逆
算
し
て
推
計
す
る
。
  

ウ
 
上
記
ア
及
び
イ
で
得
た
そ
れ
ぞ
れ
の
時
点
に
お
け
る
値
に
つ
い
て
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ

て
、
市
町
村
間
で
増
減
の
調
整
を
行
う
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
調
整
を
行
う
場
合
に
は
、
地

域
医
療
構
想
の
構
想
区
域
ご
と
の
推
計
と
、
当
該
構
想
区
域
内
の
市
町
村
別
の
推
計
の
合
計
値
と
の
整
合
性
が

確
保
さ
れ
る
よ
う
、
市
町
村
間
の
調
整
を
行
う
こ
と
。
  

  ３
 
医
療
計
画
に
お
け
る
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
に
つ
い
て
 

(1
) 
整
備
目
標
を
設
定
す
る
時
点
に
つ
い
て
  

  
 
第
７
次
医
療
計
画
の
中
間
見
直
し
に
お
け
る
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
第
８
期
介
護
保
険

事
業
（
支
援
）
計
画
と
整
合
的
な
も
の
と
な
る
よ
う
、
令
和
５
年
度
末
に
お
け
る
整
備
目
標
を
設
定
す
る
。
  

    (2
) 
追
加
的
需
要
に
対
す
る
在
宅
医
療
の
考
え
方
  

介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
の
追
加
的
需
要
は
、
基
本
的
に
療
養
病
床
か
ら
の
移
行
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
地
域
包
括

ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

29
年
法
律
第

52
号
。
以
下
、

「
改
正
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。）

に
よ
り
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
廃
止
の
期
限
が
令
和
５
年
度
末
と
さ
れ
、

新
た
な
サ
ー
ビ
ス
類
型
と
し
て
介
護
医
療
院
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
療
養
病
床
か
ら
の
移
行
分
と
し
て
は
、
ま
ず

は
、
医
療
療
養
病
床
及
び
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
か
ら
介
護
医
療
院
等
の
介
護
保
険
施
設
へ
の
移
行
を
念
頭
に

置
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
医
療
計
画
及
び
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
の
策
定
に
係
る
医
療
療
養
病
床
を
有

す
る
医
療
機
関
及
び
介
護
療
養
型
医
療
施
設
か
ら
の
転
換
意
向
を
把
握
す
る
た
め
の
調
査
（
以
下
「
転
換
意
向
調
査
」

と
い
う
。）

に
基
づ
き
、
都
道
府
県
と
市
町
村
の
連
携
の
下
で
把
握
す
る
介
護
保
険
施
設
等
へ
の
移
行
の
意
向
を
踏
ま

え
る
必
要
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
医
療
療
養
病
床
に
つ
い
て
は
意
向
調
査
に
よ
り
把
握
し
た
令
和
５
年
度
末
時
点
の

見
込
み
量
を
医
療
療
養
病
床
か
ら
の
追
加
的
需
要
の
下
限
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
と
し
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施

設
に
つ
い
て
は
意
向
調
査
に
よ
り
把
握
し
た
医
療
保
険
適
用
病
床
へ
の
転
換
予
定
を
除
く
全
数
に
相
当
す
る
数
を
追

加
的
需
要
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
。
  

  

(2
) 
 市

町
村
ご
と
の
追
加
的
需
要
の
推
計
の
考
え
方
  

以
下
の
方
法
に
よ
り
、
(1
)の

①
か
ら
③
ま
で
ご
と
に
、
市
町
村
ご
と
の
追
加
的
需
要
の
値
を
推
計
す
る
。
  

ア
 
各
構
想
区
域
に
お
け
る
追
加
的
需
要
を
、
20
25

年
に
お
け
る
市
町
村
別
の
性
・
年
齢
階
級
別
人
口
で
按
分
す

る
。
  

20
25

年
に
お
け
る
市
町
村
別
の
性
・
年
齢
階
級
別
人
口
に
つ
い
て
は
、
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究

「
日
本
の
地
域
別
将
来
推
計
人
口
（
平
成

25
年
（
20
13

年
）
３
月
中
位
推
計
）」

を
用
い
る
。
  

イ
 
上
記
ア
で
得
た
平
成

37
年
（
20
25

年
）
時
点
の
市
町
村
別
の
値
か
ら
、
第
７
期
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）

計
画
の
終
了
時
点
と
な
る
平
成

32
年
度
末
及
び
第
７
次
医
療
計
画
の
終
了
時
点
と
な
る
平
成

35
年
度
末
ま
で

に
生
じ
る
値
を
、
比
例
的
に
推
計
す
る
。
  

具
体
的
に
は
、
追
加
的
需
要
が
、
第
７
次
医
療
計
画
及
び
第
７
期
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
の
開
始
年

度
と
な
る
平
成

30
年
度
か
ら
生
じ
、
平
成

37
年
度
末
ま
で
の
８
年
間
に
わ
た
っ
て
、
毎
年
度
同
じ
量
ず
つ
増

加
す
る
も
の
と
仮
定
し
て
、
比
例
的
に
逆
算
し
て
推
計
す
る
。
  

ウ
 
上
記
ア
及
び
イ
で
得
た
そ
れ
ぞ
れ
の
時
点
に
お
け
る
値
に
つ
い
て
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ

て
、
市
町
村
間
で
増
減
の
調
整
を
行
う
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
調
整
を
行
う
場
合
に
は
、
地

域
医
療
構
想
の
構
想
区
域
ご
と
の
推
計
と
、
当
該
構
想
区
域
内
の
市
町
村
別
の
推
計
の
合
計
値
と
の
整
合
性
が

確
保
さ
れ
る
よ
う
、
市
町
村
間
の
調
整
を
行
う
こ
と
。
  

  ３
 
医
療
計
画
に
お
け
る
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
に
つ
い
て
 

(1
) 
整
備
目
標
を
設
定
す
る
時
点
に
つ
い
て
  

  
 
医
療
計
画
に
お
け
る
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
第
７
期
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
と
整

合
的
な
も
の
と
な
る
よ
う
、
平
成

32
年
度
末
に
お
け
る
整
備
目
標
を
設
定
す
る
。
ま
た
、
医
療
計
画
の
中
間
年
（
３

年
目
）
で
の
見
直
し
に
お
い
て
、
第
８
期
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
と
整
合
的
な
も
の
と
な
る
よ
う
、
平
成

35
 

年
度
末
に
お
け
る
整
備
目
標
を
設
定
す
る
。
 

  (2
) 
追
加
的
需
要
に
対
す
る
在
宅
医
療
の
考
え
方
  

介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
の
追
加
的
需
要
は
、
基
本
的
に
療
養
病
床
か
ら
の
移
行
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
地
域
包
括

ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

29
年
法
律
第

52
号
。
以
下
、

「
改
正
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。）

に
よ
り
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
廃
止
の
期
限
が
平
成

35
年
度
末
と
さ

れ
、
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
類
型
と
し
て
介
護
医
療
院
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
療
養
病
床
か
ら
の
移
行
分
と
し
て
は
、

ま
ず
は
、
医
療
療
養
病
床
及
び
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
か
ら
介
護
医
療
院
等
の
介
護
保
険
施
設
へ
の
移
行
を
念

頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、「

第
７
次
医
療
計
画
及
び
第
７
期
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
の
策
定
に
係

る
医
療
療
養
病
床
を
有
す
る
医
療
機
関
及
び
介
護
療
養
型
医
療
施
設
か
ら
の
転
換
意
向
の
把
握
に
つ
い
て
」（

平
成

29

年
８
月

10
日
厚
生
労
働
省
医
政
局
地
域
医
療
計
画
課
・
老
健
局
介
護
保
険
計
画
課
事
務
連
絡
。
以
下
「
転
換
意
向
調

査
事
務
連
絡
」
と
い
う
。）

に
基
づ
き
、
都
道
府
県
と
市
町
村
の
連
携
の
下
で
把
握
す
る
介
護
保
険
施
設
等
へ
の
移
行

の
意
向
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
医
療
療
養
病
床
に
つ
い
て
は
意
向
調
査
に
よ
り
把
握
し
た
平
成

32

年
度
末
、
平
成

35
年
度
末
時
点
の
見
込
み
量
を
医
療
療
養
病
床
か
ら
の
追
加
的
需
要
の
下
限
と
し
て
設
定
す
る
こ
と

と
し
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
つ
い
て
は
意
向
調
査
に
よ
り
把
握
し
た
平
成

32
年
度
末
時
点
の
見
込
み
量
を

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
か
ら
の
追
加
的
需
要
の
下
限
と
し
て
設
定
（
平
成

35
年
度
末
時
点
に
お
い
て
は
指
定
介

護
療
養
型
医
療
施
設
の
全
数
に
相
当
す
る
数
を
追
加
的
需
要
と
し
て
設
定
）
す
る
こ
と
。
  

4



改
正
後
（
新
）
 

改
正
前
（
旧
）
 

20
25

年
の
推
計
に
お
け
る
追
加
的
需
要
に
つ
い
て
は
、
そ
の
多
く
は
こ
れ
ら
の
移
行
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

が
、
２
(2
)に

よ
り
比
例
的
に
算
出
し
た
追
加
的
需
要
分
に
満
た
な
い
部
分
は
、
そ
の
他
の
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等

へ
の
移
行
、
高
齢
化
の
動
向
に
伴
う
需
要
増
等
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な

資
料
等
を
参
考
と
し
つ
つ
、
今
後
、
各
都
道
府
県
、
市
町
村
に
お
い
て
、
現
在
の
療
養
病
床
の
数
、
こ
れ
ま
で
の
在
宅

医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
基
盤
の
整
備
状
況
、
今
後
の
病
床
機
能
の
分
化
・
連
携
及
び
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
深
化
・

推
進
を
踏
ま
え
た
将
来
の
在
宅
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
基
盤
の
在
り
方
等
を
踏
ま
え
て
、
在
宅
医
療
と
介
護
保
険
施
設

と
の
間
で
そ
の
対
応
す
る
分
を
按
分
し
た
上
で
、
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
。
こ
の
際
、
都
道
府
県

と
市
町
村
の
間
の
協
議
の
場
に
お
け
る
協
議
を
経
て
設
定
す
る
こ
と
。
ま
た
、
以
下
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
現
状
の

退
院
先
等
を
参
考
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
  

ア
 
患
者
調
査
や
病
床
機
能
報
告
に
お
け
る
療
養
病
床
を
退
院
し
た
患
者
の
退
院
先
別
の
デ
ー
タ
等
を
参
考
に
し
つ

つ
、
必
要
な
在
宅
医
療
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
検
討
す
る
。
  

イ
 
各
市
町
村
に
お
い
て
国
保
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
活
用
し
、
当
該
市
町
村
に
お
け
る
療
養
病
床
を
退
院
し
た
者
の
訪

問
診
療
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
等
を
把
握
し
、
必
要
な
在
宅
医
療
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
検
討
す
る
。
 

ウ
 
そ
の
他
、
各
市
町
村
に
お
け
る
独
自
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、
現
状
に
お
け
る
足
下
の
統
計
デ
ー
タ
等
を
活
用
し

て
、
必
要
な
在
宅
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
検
討
す
る
。
  

地
域
医
療
構
想
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
構
想
区
域
に
お
け
る
将
来
の
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
に

お
け
る
医
療
の
必
要
量
に
は
、
上
記
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
在
宅
医
療
の
追
加
的
需
要
に
加
え
、
足
下
の
訪
問
診
療

患
者
の
受
療
率
に

20
25

年
の
人
口
推
計
を
勘
案
し
て
推
計
し
た
需
要
（
※
）
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
こ
の

需
要
と
追
加
的
需
要
を
合
算
し
た
値
に
対
応
す
る
訪
問
診
療
の
提
供
体
制
に
係
る
整
備
目
標
を
検
討
す
る
こ
と
。
  

※
 
足
下
の
訪
問
診
療
患
者
の
受
療
率
に
基
づ
き
推
計
し
た

20
25

年
の
需
要
か
ら
、
令
和
５
年
度
末
の
数
値
を
比
例

的
に
推
計
し
て
活
用
す
る
こ
と
。
  

な
お
、
２
(2
)に

よ
り
得
た
値
の
う
ち
、
一
般
病
床
か
ら
生
じ
る
追
加
的
需
要
（
(1
)の

③
に
相
当
す
る
部
分
を
い

う
。）

に
つ
い
て
は
、
一
般
病
床
か
ら
退
院
す
る
患
者
の
多
く
が
、
退
院
後
に
通
院
（
外
来
医
療
）
に
よ
り
医
療
を
受

け
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
外
来
医
療
に
よ
り
対
応
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
在
宅
医
療
の
受
け
皿
整
備
の
対

象
と
は
み
な
さ
な
い
。
  

  ４
 
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
に
つ
い
て
  

(1
) 
基
本
的
な
考
え
方
  

介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
に
お
い
て
定
め
る
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
サ
ー
ビ
ス
受
給

者
の
状
況
や
人
口
動
態
を
踏
ま
え
た
自
然
体
の
推
計
に
加
え
て
、
各
自
治
体
の
課
題
や
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
各
種
施
策

を
反
映
し
て
定
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
サ
ー
ビ
ス
量
の
見
込
み
に
つ
い
て
は
、
20
25

年
度
の
サ
ー
ビ
ス
量
の
見

込
み
の
推
計
と
、
各
期
分
の
サ
ー
ビ
ス
量
の
見
込
み
の
策
定
の
両
方
を
行
う
必
要
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
推
計
・
策
定

過
程
に
お
い
て
は
、
地
域
医
療
構
想
に
お
け
る

20
25

年
の
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
の
追
加
的
需
要
を
踏
ま
え
る
と

と
も
に
、
医
療
計
画
に
お
け
る
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
と
の
整
合
性
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
  

  (2
) 
20
25

年
度
に
お
け
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
に
つ
い
て
 

地
域
医
療
構
想
に
お
け
る

20
25

年
の
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
の
追
加
的
需
要
は
、
足
下
の
介
護
施
設
・
在
宅
医

療
等
の
受
療
動
向
に

20
25

年
の
人
口
推
計
を
勘
案
し
て
推
計
し
た

20
25

年
の
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
の
需
要
で

は
な
く
、
足
下
の
需
要
と
し
て
は
療
養
病
床
や
一
般
病
床
で
対
応
し
て
い
た
も
の
に
つ
い
て
、
介
護
施
設
・
在
宅
医
療

20
25

年
の
推
計
に
お
け
る
追
加
的
需
要
に
つ
い
て
は
、
そ
の
多
く
は
こ
れ
ら
の
移
行
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

が
、
２
(2
)に

よ
り
比
例
的
に
算
出
し
た
追
加
的
需
要
分
に
満
た
な
い
部
分
は
、
そ
の
他
の
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等

へ
の
移
行
、
高
齢
化
の
動
向
に
伴
う
需
要
増
等
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な

資
料
等
を
参
考
と
し
つ
つ
、
今
後
、
各
都
道
府
県
、
市
町
村
に
お
い
て
、
現
在
の
療
養
病
床
の
数
、
こ
れ
ま
で
の
在
宅

医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
基
盤
の
整
備
状
況
、
今
後
の
病
床
機
能
の
分
化
・
連
携
及
び
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
深
化
・

推
進
を
踏
ま
え
た
将
来
の
在
宅
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
基
盤
の
在
り
方
等
を
踏
ま
え
て
、
在
宅
医
療
と
介
護
保
険
施
設

と
の
間
で
そ
の
対
応
す
る
分
を
按
分
し
た
上
で
、
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
。
こ
の
際
、
都
道
府
県

と
市
町
村
の
間
の
協
議
の
場
に
お
け
る
協
議
を
経
て
設
定
す
る
こ
と
。
ま
た
、
以
下
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
現
状
の

退
院
先
等
を
参
考
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
  

ア
 
患
者
調
査
や
病
床
機
能
報
告
に
お
け
る
療
養
病
床
を
退
院
し
た
患
者
の
退
院
先
別
の
デ
ー
タ
等
を
参
考
に
し
つ

つ
、
必
要
な
在
宅
医
療
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
検
討
す
る
。
  

イ
 
各
市
町
村
に
お
い
て
国
保
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
活
用
し
、
当
該
市
町
村
に
お
け
る
療
養
病
床
を
退
院
し
た
者
の
訪

問
診
療
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
等
を
把
握
し
、
必
要
な
在
宅
医
療
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
検
討
す
る
。
 

ウ
 
そ
の
他
、
各
市
町
村
に
お
け
る
独
自
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、
現
状
に
お
け
る
足
下
の
統
計
デ
ー
タ
等
を
活
用
し

て
、
必
要
な
在
宅
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
検
討
す
る
。
  

地
域
医
療
構
想
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
構
想
区
域
に
お
け
る
将
来
の
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
に
お

け
る
医
療
の
必
要
量
に
は
、
上
記
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
在
宅
医
療
の
追
加
的
需
要
に
加
え
、
足
下
の
訪
問
診
療
患

者
の
受
療
率
に

20
25

年
の
人
口
推
計
を
勘
案
し
て
推
計
し
た
需
要
（
※
）
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
こ
の
需

要
と
追
加
的
需
要
を
合
算
し
た
値
に
対
応
す
る
訪
問
診
療
の
提
供
体
制
に
係
る
整
備
目
標
を
検
討
す
る
こ
と
。
  

※
 
足
下
の
訪
問
診
療
患
者
の
受
療
率
に
基
づ
き
推
計
し
た

20
25

年
の
需
要
か
ら
、
平
成

32
年
度
末
、
平
成

35
年

度
末
の
数
値
を
比
例
的
に
推
計
し
て
活
用
す
る
こ
と
。
  

な
お
、
２
(2
)に

よ
り
得
た
値
の
う
ち
、
一
般
病
床
か
ら
生
じ
る
追
加
的
需
要
（
(1
)の

③
に
相
当
す
る
部
分
を
い

う
。）

に
つ
い
て
は
、
一
般
病
床
か
ら
退
院
す
る
患
者
の
多
く
が
、
退
院
後
に
通
院
（
外
来
医
療
）
に
よ
り
医
療
を
受

け
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
外
来
医
療
に
よ
り
対
応
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
在
宅
医
療
の
受
け
皿
整
備
の
対

象
と
は
み
な
さ
な
い
。
  

  ４
 
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
に
つ
い
て
  

(1
) 
基
本
的
な
考
え
方
  

介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
に
お
い
て
定
め
る
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
サ
ー
ビ
ス
受
給

者
の
状
況
や
人
口
動
態
を
踏
ま
え
た
自
然
体
の
推
計
に
加
え
て
、
各
自
治
体
の
課
題
や
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
各
種
施
策

を
反
映
し
て
定
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
サ
ー
ビ
ス
量
の
見
込
み
に
つ
い
て
は
、
20
25

年
度
の
サ
ー
ビ
ス
量
の
見

込
み
の
推
計
と
、
第
７
期
分
の
サ
ー
ビ
ス
量
の
見
込
み
の
策
定
の
両
方
を
行
う
必
要
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
推
計
・
策

定
過
程
に
お
い
て
は
、
地
域
医
療
構
想
に
お
け
る

20
25

年
の
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
の
追
加
的
需
要
を
踏
ま
え
る

と
と
も
に
、
医
療
計
画
に
お
け
る
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
と
の
整
合
性
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
  

  (2
) 
20
25

年
度
に
お
け
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
に
つ
い
て
 

地
域
医
療
構
想
に
お
け
る

20
25

年
の
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
の
追
加
的
需
要
は
、
足
下
の
介
護
施
設
・
在
宅
医

療
等
の
受
療
動
向
に

20
25

年
の
人
口
推
計
を
勘
案
し
て
推
計
し
た

20
25

年
の
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
の
需
要
で

は
な
く
、
足
下
の
需
要
と
し
て
は
療
養
病
床
や
一
般
病
床
で
対
応
し
て
い
た
も
の
に
つ
い
て
、
介
護
施
設
・
在
宅
医
療

5
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等
で
対
応
す
る
よ
う
推
計
さ
れ
た
追
加
的
な
需
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
需
要
は
、
人
口
推
計
を
基
に

し
た
自
然
体
の
推
計
に
加
え
て
、
こ
れ
に
対
応
す
る
分
（
在
宅
医
療
の
利
用
者
が
利
用
す
る
と
想
定
さ
れ
る
居
宅
サ
ー

ビ
ス
を
含
む
。）

が
増
加
す
る
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
  

２
で
示
さ
れ
た
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
の
追
加
的
需
要
を
、
実
際
に
、
20
25

年
に
お
け
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
量

の
推
計
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
せ
る
か
に
つ
い
て
は
、
各
都
道
府
県
、
市
町
村
に
お
い
て
、
現
在
の
療
養
病
床
の
数
、

こ
れ
ま
で
の
在
宅
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
基
盤
の
整
備
状
況
、
今
後
の
病
床
機
能
の
分
化
・
連
携
及
び
地
域
包
括
ケ
ア

シ
ス
テ
ム
の
深
化
・
推
進
を
踏
ま
え
た
将
来
の
在
宅
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
基
盤
の
在
り
方
等
を
踏
ま
え
て
、
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
に
記
載
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
見
込
み
量
に
お
い
て
、
こ
の

追
加
的
需
要
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
た
か
に
つ
い
て
、
明
確
化
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
な
お
、
検
討
に
当
た
っ

て
は
、
以
下
の
よ
う
な
考
え
方
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
  

○
 
ま
ず
、
こ
の
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
の
追
加
的
需
要
は
、
前
述
の
と
お
り
、
基
本
的
に
療
養
病
床
の
需
要
が
移

行
す
る
も
の
で
あ
り
、
改
正
介
護
保
険
法
に
よ
り
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
廃
止
の
期
限
が
令
和
５
年
度
末

と
さ
れ
た
こ
と
、
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
類
型
と
し
て
介
護
医
療
院
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
ま
ず
は
、
指

定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
・
医
療
療
養
病
床
か
ら
の
移
行
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
。
な
お
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
転
換

意
向
調
査
事
務
連
絡
に
基
づ
き
把
握
さ
れ
た
、
介
護
保
険
施
設
等
へ
の
移
行
（
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
及
び
医

療
療
養
病
床
か
ら
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
転
換
す
る
場
合
や
、
い
ず
れ
の
サ
ー
ビ
ス
に
も
転
換
せ
ず
に
在
宅
へ
移

行
す
る
場
合
も
含
む
。）

の
意
向
等
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
。
  

   ○
 
３
(2
)の

と
お
り
、
追
加
的
需
要
に
つ
い
て
は
、
そ
の
多
く
は
こ
れ
ら
の
移
行
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
と

も
に
、
２
(2
)に

よ
り
比
例
的
に
算
出
し
た
追
加
的
需
要
分
に
満
た
な
い
部
分
は
、
そ
の
他
の
介
護
施
設
・
在
宅
医

療
等
へ
の
移
行
や
、
高
齢
化
の
動
向
に
伴
う
需
要
増
等
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
  

○
 
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
様
々
な
取
組
に
よ
り
医
療
か
ら
介
護
へ
の
移
行
が
進
め
ら
れ
て
き
て

い
る
が
、
年
齢
階
級
別
の
受
給
率
は
、
近
年
、
概
ね
横
ば
い
で
推
移
し
て
き
て
い
る
と
と
も
に
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

量
の
見
込
み
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
年
齢
構
成
の
変
化
に
加
え
、
過
去
の
利
用
実
績
の
傾
向
や
特
養
待
機
者
等
の

現
状
も
踏
ま
え
つ
つ
、
推
計
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
保
険
者
に
よ
っ
て
は
、
こ
う
し
た
中
で
既
に
病
床
か
ら
在
宅
医

療
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
へ
の
移
行
に
つ
い
て
、
一
定
程
度
勘
案
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
。
  

○
 
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
量
を
、
自
然
体
推
計
に
追
加
し
て
推
計
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
現
時
点
で
は
療
養
病
床
か
ら

介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
へ
移
行
す
る
場
合
の
患
者
像
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
像
が
必
ず
し
も
明
ら
か
に
な

っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
３
(2
)と

同
様
、
以
下
の
よ
う
な
資
料
等
を
参
考
と
し
つ
つ
、
今
後
、
当
該
地
域
の
実
情

に
即
し
て
ど
の
よ
う
な
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
い
く
か
も
踏
ま
え
つ
つ
、
サ
ー
ビ
ス
種
類
ご
と
に

按
分
し
た
上
で
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
量
の
推
計
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
推
計
に
当
た
っ
て

は
、
地
域
医
療
構
想
の
進
捗
や
、
第
７
次
医
療
計
画
に
お
け
る
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
の
考
え
方
と
の
整
合
性
を

踏
ま
え
つ
つ
、
都
道
府
県
と
市
町
村
の
間
の
協
議
の
場
に
お
け
る
協
議
を
経
て
設
定
す
る
こ
と
。
ま
た
、
以
下
に

つ
い
て
は
基
本
的
に
、
現
状
の
退
院
先
等
を
参
考
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
  

 

等
で
対
応
す
る
よ
う
推
計
さ
れ
た
追
加
的
な
需
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
需
要
は
、
人
口
推
計
を
基
に

し
た
自
然
体
の
推
計
に
加
え
て
、
こ
れ
に
対
応
す
る
分
（
在
宅
医
療
の
利
用
者
が
利
用
す
る
と
想
定
さ
れ
る
居
宅
サ
ー

ビ
ス
を
含
む
。）

が
増
加
す
る
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
  

２
で
示
さ
れ
た
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
の
追
加
的
需
要
を
、
実
際
に
、
20
25

年
に
お
け
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
量

の
推
計
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
せ
る
か
に
つ
い
て
は
、
各
都
道
府
県
、
市
町
村
に
お
い
て
、
現
在
の
療
養
病
床
の
数
、

こ
れ
ま
で
の
在
宅
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
基
盤
の
整
備
状
況
、
今
後
の
病
床
機
能
の
分
化
・
連
携
及
び
地
域
包
括
ケ
ア

シ
ス
テ
ム
の
深
化
・
推
進
を
踏
ま
え
た
将
来
の
在
宅
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
基
盤
の
在
り
方
等
を
踏
ま
え
て
、
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
に
記
載
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
見
込
み
量
に
お
い
て
、
こ
の

追
加
的
需
要
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
た
か
に
つ
い
て
、
明
確
化
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
な
お
、
検
討
に
当
た
っ

て
は
、
以
下
の
よ
う
な
考
え
方
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
  

○
 
ま
ず
、
こ
の
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
の
追
加
的
需
要
は
、
前
述
の
と
お
り
、
基
本
的
に
療
養
病
床
の
需
要
が
移

行
す
る
も
の
で
あ
り
、
改
正
介
護
保
険
法
に
よ
り
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
廃
止
の
期
限
が
平
成

35
年
度

末
と
さ
れ
た
こ
と
、
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
類
型
と
し
て
介
護
医
療
院
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
ま
ず
は
、

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
・
医
療
療
養
病
床
か
ら
の
移
行
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
（
推
計
ツ
ー
ル
に
お
い
て
は
、

20
25

年
に
お
け
る
介
護
医
療
院
の
見
込
み
量
は
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
と
一
体
的
に
算
定
す
る
こ
と
と
な
っ

て
お
り
、
介
護
医
療
院
の
う
ち
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
か
ら
の
転
換
分
と
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
を
併
せ

て
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。）
。
な
お
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
転
換
意
向
調
査
事
務
連
絡
に
基
づ
き
把
握
さ

れ
た
、
介
護
保
険
施
設
等
へ
の
移
行
（
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
及
び
医
療
療
養
病
床
か
ら
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス

に
転
換
す
る
場
合
や
、
い
ず
れ
の
サ
ー
ビ
ス
に
も
転
換
せ
ず
に
在
宅
へ
移
行
す
る
場
合
も
含
む
。）

の
意
向
等
を
反

映
さ
せ
る
こ
と
。
  

○
 
３
(2
)の

と
お
り
、
追
加
的
需
要
に
つ
い
て
は
、
そ
の
多
く
は
こ
れ
ら
の
移
行
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
と

も
に
、
２
(2
)に

よ
り
比
例
的
に
算
出
し
た
追
加
的
需
要
分
に
満
た
な
い
部
分
は
、
そ
の
他
の
介
護
施
設
・
在
宅
医

療
等
へ
の
移
行
や
、
高
齢
化
の
動
向
に
伴
う
需
要
増
等
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
  

○
 
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
様
々
な
取
組
に
よ
り
医
療
か
ら
介
護
へ
の
移
行
が
進
め
ら
れ
て
き
て

い
る
が
、
年
齢
階
級
別
の
受
給
率
は
、
近
年
、
概
ね
横
ば
い
で
推
移
し
て
き
て
い
る
と
と
も
に
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

量
の
見
込
み
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
年
齢
構
成
の
変
化
に
加
え
、
過
去
の
利
用
実
績
の
傾
向
や
特
養
待
機
者
等
の

現
状
も
踏
ま
え
つ
つ
、
推
計
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
保
険
者
に
よ
っ
て
は
、
こ
う
し
た
中
で
既
に
病
床
か
ら
在
宅
医

療
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
へ
の
移
行
に
つ
い
て
、
一
定
程
度
勘
案
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
。
  

○
 
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
量
を
、
自
然
体
推
計
に
追
加
し
て
推
計
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
現
時
点
で
は
療
養
病
床
か
ら

介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等
へ
移
行
す
る
場
合
の
患
者
像
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
像
が
必
ず
し
も
明
ら
か
に
な

っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
３
(2
)と

同
様
、
以
下
の
よ
う
な
資
料
等
を
参
考
と
し
つ
つ
、
今
後
、
当
該
地
域
の
実
情

に
即
し
て
ど
の
よ
う
な
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
い
く
か
も
踏
ま
え
つ
つ
、
サ
ー
ビ
ス
種
類
ご
と
に

按
分
し
た
上
で
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
量
の
推
計
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
推
計
に
当
た
っ
て

は
、
地
域
医
療
構
想
の
進
捗
や
、
第
７
次
医
療
計
画
に
お
け
る
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
の
考
え
方
と
の
整
合
性
を

踏
ま
え
つ
つ
、
都
道
府
県
と
市
町
村
の
間
の
協
議
の
場
に
お
け
る
協
議
を
経
て
設
定
す
る
こ
と
。
ま
た
、
以
下
に

つ
い
て
は
基
本
的
に
、
現
状
の
退
院
先
等
を
参
考
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
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改
正
後
（
新
）
 

改
正
前
（
旧
）
 

ア
 
患
者
調
査
に
お
け
る
一
般
病
床
や
療
養
病
床
を
退
院
し
た
患
者
の
退
院
先
別
の
デ
ー
タ
等
を
参
考
に
し
つ

つ
、
必
要
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
検
討
す
る
。
  

イ
 
各
市
町
村
に
お
い
て
国
保
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
活
用
し
、
当
該
市
町
村
に
お
け
る
療
養
病
床
を
退
院
し
た
者
の

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
等
を
把
握
し
、
必
要
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
検
討
す
る
。
  

ウ
 
そ
の
他
、
各
市
町
村
に
お
け
る
独
自
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、
現
状
に
お
け
る
足
下
の
統
計
デ
ー
タ
等
を
活
用

し
て
、
必
要
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
検
討
す
る
。
  

  
 
○
 
な
お
、
一
般
病
床
か
ら
生
じ
る
追
加
的
需
要
に
つ
い
て
は
、
疾
病
の
状
況
、
介
護
の
必
要
度
等
が
明
ら
か
で
は
な

く
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
需
要
増
に
つ
な
が
ら
な
い
場
合
も
想
定
さ
れ
る
た
め
、
必
ず
し
も
、
定
量
的
な
介
護
サ
ー
ビ

ス
の
推
計
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
医
療
計
画
に
お
け
る
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
の
策
定
に
当
た

っ
て
は
、
一
般
病
床
か
ら
生
じ
る
追
加
的
需
要
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
外
来
で
対
応
す
る
も
の
と
想
定
さ
れ
て
い

る
。
 

 

（
3）

 
第
７
期
分
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
に
つ
い
て
  

  
  

地
域
医
療
構
想
が

20
25

年
時
点
の
医
療
需
要
の
推
計
で
あ
る
こ
と
、
20
25

年
に
追
加
的
に
介
護
施
設
・
在
宅
医

療
等
の
医
療
需
要
が
増
加
す
る
と
推
計
さ
れ
る
部
分
の
大
部
分
は
、
療
養
病
床
の
需
要
が
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等

の
需
要
に
移
行
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
等
に
鑑
み
、
追
加
的
需
要
の
算
定
部
分
に
対
応
す
る
第
７
期
分
の
サ
ー
ビ
ス

の
量
の
見
込
み
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
基
本
的
に
は
、
ま
ず
、
転
換
意
向
調
査
に
基
づ
き
、
指
定
介
護
療
養
型
医

療
施
設
及
び
医
療
療
養
病
床
か
ら
の
介
護
保
険
施
設
等
へ
の
移
行
（
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
及
び
医
療
療
養
病

床
か
ら
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
移
行
す
る
場
合
や
、
い
ず
れ
の
サ
ー
ビ
ス
に
も
移
行
せ
ず
に
在
宅
へ
移
行
す
る
場
合

も
含
む
。）

に
つ
い
て
、
市
町
村
と
都
道
府
県
が
連
携
し
、
高
齢
者
の
利
用
ニ
ー
ズ
や
医
療
療
養
病
床
を
有
す
る
医
療

機
関
又
は
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
転
換
意
向
を
把
握
し
、
こ
れ
を
下
限
と
し
つ
つ
、
見
込
む
こ
と
と
し
て
い

る
。
  

さ
ら
に
、
３
(2
)の

と
お
り
、
追
加
的
需
要
に
つ
い
て
は
、
そ
の
多
く
は
こ
れ
ら
の
移
行
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
と
と
も
に
、
２
(2
)に

よ
り
比
例
的
に
算
出
し
た
追
加
的
需
要
分
に
満
た
な
い
部
分
は
、
そ
の
他
の
介
護
施
設
・
在

宅
医
療
等
へ
の
移
行
や
、
高
齢
化
の
動
向
に
伴
う
需
要
増
等
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、

具
体
的
に
地
域
の
病
床
機
能
を
ど
の
よ
う
に
分
化
・
連
携
さ
せ
て
い
く
の
か
等
を
検
討
す
る
各
都
道
府
県
に
お
け
る

地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
等
の
検
討
状
況
や
各
医
療
機
関
の
動
向
、（

2）
に
示
す
よ
う
な
、
こ
れ
ま
で
の
介
護
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
体
制
の
整
備
状
況
や
今
後
の
人
口
の
推
移
・
高
齢
化
の
動
向
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
３
(2
)に

お
い
て
示

し
た
第
７
次
医
療
計
画
に
お
け
る
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
と
整
合
性
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
都
道
府
県
と
市
町
村
の
間

の
協
議
の
場
に
お
け
る
協
議
を
経
て
、
見
込
み
量
を
検
討
し
、
設
定
し
て
い
る
。
 

な
お
、
必
要
な
追
加
的
需
要
に
対
し
て
、
第
７
期
分
に
お
い
て
十
分
な
受
け
皿
整
備
が
な
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、

第
８
期
に
繰
り
越
し
て
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
十
分
留
意
す
る
こ
と
。
 

 （
4）

 
第
８
期
分
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
に
つ
い
て
  

追
加
的
需
要
の
算
定
部
分
に
対
応
す
る
第
８
期
分
の
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
第
７

期
と
同
様
に
、
転
換
意
向
調
査
に
基
づ
き
、
市
町
村
と
都
道
府
県
が
連
携
し
、
高
齢
者
の
利
用
ニ
ー
ズ
や
医
療
療
養

病
床
を
有
す
る
医
療
機
関
又
は
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
転
換
意
向
を
把
握
し
、
医
療
療
養
病
床
に
つ
い
て
は

意
向
調
査
に
よ
り
把
握
し
た
令
和
５
年
度
末
時
点
の
介
護
保
険
対
象
サ
ー
ビ
ス
へ
の
転
換
等
の
見
込
量
を
下
限
と

ア
 
患
者
調
査
に
お
け
る
一
般
病
床
や
療
養
病
床
を
退
院
し
た
患
者
の
退
院
先
別
の
デ
ー
タ
等
を
参
考
に
し
つ

つ
、
必
要
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
検
討
す
る
。
  

イ
 
各
市
町
村
に
お
い
て
国
保
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
活
用
し
、
当
該
市
町
村
に
お
け
る
療
養
病
床
を
退
院
し
た
者
の

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
等
を
把
握
し
、
必
要
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
検
討
す
る
。
  

ウ
 
そ
の
他
、
各
市
町
村
に
お
け
る
独
自
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、
現
状
に
お
け
る
足
下
の
統
計
デ
ー
タ
等
を
活
用

し
て
、
必
要
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
検
討
す
る
。
  

  
 
○
 
な
お
、
一
般
病
床
か
ら
生
じ
る
追
加
的
需
要
に
つ
い
て
は
、
疾
病
の
状
況
、
介
護
の
必
要
度
等
が
明
ら
か
で
は
な

く
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
需
要
増
に
つ
な
が
ら
な
い
場
合
も
想
定
さ
れ
る
た
め
、
必
ず
し
も
、
定
量
的
な
介
護
サ
ー
ビ

ス
の
推
計
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
医
療
計
画
に
お
け
る
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
の
策
定
に
当
た

っ
て
は
、
一
般
病
床
か
ら
生
じ
る
追
加
的
需
要
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
外
来
で
対
応
す
る
も
の
と
想
定
さ
れ
て
い

る
。
 

 

（
3）

 
第
７
期
分
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
に
つ
い
て
  

  
  

地
域
医
療
構
想
が

20
25

年
時
点
の
医
療
需
要
の
推
計
で
あ
る
こ
と
、
20
25

年
に
追
加
的
に
介
護
施
設
・
在
宅
医

療
等
の
医
療
需
要
が
増
加
す
る
と
推
計
さ
れ
る
部
分
の
大
部
分
は
、
療
養
病
床
の
需
要
が
介
護
施
設
・
在
宅
医
療
等

の
需
要
に
移
行
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
等
に
鑑
み
、
追
加
的
需
要
の
算
定
部
分
に
対
応
す
る
第
７
期
分
の
サ
ー
ビ
ス

の
量
の
見
込
み
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
基
本
的
に
は
、
ま
ず
、
転
換
意
向
調
査
事
務
連
絡
に
基
づ
き
、
指
定
介
護

療
養
型
医
療
施
設
及
び
医
療
療
養
病
床
か
ら
の
介
護
保
険
施
設
等
へ
の
移
行
（
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
及
び
医

療
療
養
病
床
か
ら
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
移
行
す
る
場
合
や
、
い
ず
れ
の
サ
ー
ビ
ス
に
も
移
行
せ
ず
に
在
宅
へ
移
行

す
る
場
合
も
含
む
。）

に
つ
い
て
、
市
町
村
と
都
道
府
県
が
連
携
し
、
高
齢
者
の
利
用
ニ
ー
ズ
や
医
療
療
養
病
床
を
有

す
る
医
療
機
関
又
は
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
転
換
意
向
を
把
握
し
、
こ
れ
を
下
限
と
し
つ
つ
、
見
込
む
こ
と

と
す
る
。
  

さ
ら
に
、
３
(2
)の

と
お
り
、
追
加
的
需
要
に
つ
い
て
は
、
そ
の
多
く
は
こ
れ
ら
の
移
行
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
と
と
も
に
、
２
(2
)に

よ
り
比
例
的
に
算
出
し
た
追
加
的
需
要
分
に
満
た
な
い
部
分
は
、
そ
の
他
の
介
護
施
設
・
在

宅
医
療
等
へ
の
移
行
や
、
高
齢
化
の
動
向
に
伴
う
需
要
増
等
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、

具
体
的
に
地
域
の
病
床
機
能
を
ど
の
よ
う
に
分
化
・
連
携
さ
せ
て
い
く
の
か
等
を
検
討
す
る
各
都
道
府
県
に
お
け
る

地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
等
の
検
討
状
況
や
各
医
療
機
関
の
動
向
、（

2）
に
示
す
よ
う
な
、
こ
れ
ま
で
の
介
護
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
体
制
の
整
備
状
況
や
今
後
の
人
口
の
推
移
・
高
齢
化
の
動
向
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
３
(2
)に

お
い
て
示

し
た
第
７
次
医
療
計
画
に
お
け
る
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
と
整
合
性
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
都
道
府
県
と
市
町
村
の
間

の
協
議
の
場
に
お
け
る
協
議
を
経
て
、
見
込
み
量
を
検
討
し
、
設
定
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
  

な
お
、
必
要
な
追
加
的
需
要
に
対
し
て
、
第
７
期
分
に
お
い
て
十
分
な
受
け
皿
整
備
が
な
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、

第
８
期
に
繰
り
越
し
て
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
十
分
留
意
す
る
こ
と
。
  

        

7



改
正
後
（
新
）
 

改
正
前
（
旧
）
 

し
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
つ
い
て
は
意
向
調
査
に
よ
り
把
握
し
た
医
療
保
険
適
用
病
床
へ
の
転
換
予
定
を

除
く
全
数
に
相
当
す
る
数
を
追
加
的
需
要
と
し
て
見
込
む
こ
と
と
す
る
。
 

さ
ら
に
、
地
域
医
療
構
想
に
お
け
る

20
25

年
の
療
養
病
床
の
減
少
数
か
ら
、
令
和
５
年
度
末
の
数
値
を
比
例
的
に

逆
算
し
て
推
計
し
た
減
少
数
に
相
当
す
る
追
加
需
要
に
満
た
な
い
部
分
は
、
都
道
府
県
と
市
町
村
の
間
の
協
議
の
場

に
お
け
る
協
議
を
経
て
、
見
込
み
量
を
検
討
し
、
設
定
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
 

そ
の
他
の
高
齢
化
の
動
向
に
伴
う
需
要
増
等
に
つ
い
て
は
、
第
７
期
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
実
績
に
反
映
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
第
７
期
の
傾
向
を
第
８
期
に
伸
ば
す
こ
と
で
計
上
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
そ
の
際
、
３
(2
)の

数

値
も
参
考
と
す
る
こ
と
。
 

な
お
、
必
要
な
追
加
的
需
要
に
対
し
て
、
第
８
期
分
に
お
い
て
十
分
な
受
け
皿
整
備
が
な
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、

第
９
期
に
繰
り
越
し
て
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
十
分
留
意
す
る
こ
と
。
 

 

(5
) 

都
道
府
県
と
市
町
村
の
協
力
に
つ
い
て
  

20
25

年
の
サ
ー
ビ
ス
量
の
推
計
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い

る
が
、
医
療
計
画
と
の
整
合
性
の
確
保
の
重
要
性
に
鑑
み
、
都
道
府
県
の
介
護
保
険
主
管
部
局
に
お
い
て
は
、
医
療
計

画
主
管
部
局
と
密
接
に
連
携
し
つ
つ
、
市
町
村
に
対
し
て
必
要
な
情
報
提
供
等
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
  

  ５
 
医
療
及
び
介
護
の
体
制
整
備
に
係
る
協
議
の
場
に
つ
い
て
  
 

(1
) 
位
置
付
け
  

「
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
を
総
合
的
に
確
保
す
る
た
め
の
基
本
的
な
方
針
」（

平
成
 2
6 
年
厚
生
労
働
省
告

示
第
 3
54
 号

）
に
お
い
て
は
、
医
療
計
画
、
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
を
一
体
的
に
作
成
し
、
こ
れ
ら
の
計
画

の
整
合
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
都
道
府
県
や
市
町
村
の
医
療
・
介
護
担
当
者
等
の
関
係
者
に
よ
る
協
議

の
場
（
以
下
「
協
議
の
場
」
と
い
う
。）

を
設
置
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
  

協
議
の
場
は
、
医
療
計
画
及
び
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
の
策
定
に
係
る
都
道
府
県
医
療
審
議
会
や
介
護
保
険

事
業
（
支
援
）
計
画
作
成
委
員
会
等
に
お
け
る
議
論
に
資
す
る
よ
う
、
事
前
に
、
関
係
自
治
体
が
地
域
医
師
会
等
の
有

識
者
を
交
え
て
、
計
画
を
策
定
す
る
上
で
必
要
な
整
合
性
の
確
保
に
関
す
る
協
議
を
行
う
場
と
す
る
。
こ
の
た
め
、
３

及
び
４
に
お
け
る
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
の
整
合
性
の
確
保
に
当
た

っ
て
は
、
協
議
の
場
に
お
い
て
十
分
に
協
議
を
行
う
こ
と
。
  

各
計
画
の
最
終
的
な
議
論
は
、
都
道
府
県
医
療
審
議
会
、
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
作
成
委
員
会
等
に
お
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
行
う
こ
と
。
  

 

(2
) 
設
置
区
域
  

協
議
の
場
は
、
二
次
医
療
圏
（
医
療
法
第
 3
0
条
の
４
第
２
項
第
 1
4
号
に
規
定
す
る
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

単
位
で
設
置
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
た
だ
し
、
二
次
医
療
圏
と
老
人
福
祉
圏
域
（
介
護
保
険
法
第
 
11
8 

条
第

２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
区
域
を
い
う
。）

が
一
致
し
て
い
な
い
場
合
等
、
二
次
医
療
圏
単
位
で
の
開
催
が
適
当
で

な
い
場
合
に
は
、
都
道
府
県
が
適
当
と
認
め
る
区
域
で
の
設
置
も
可
能
と
す
る
。
  

ま
た
、
二
次
医
療
圏
は
構
想
区
域
に
合
わ
せ
て
設
定
す
る
こ
と
が
適
当
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
例
え
ば
地

域
医
療
構
想
調
整
会
議
（
医
療
法
第

30
条
の

14
第
１
項
に
規
定
す
る
協
議
の
場
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

の
枠
組
を

活
用
し
、
同
会
議
の
下
に
関
係
者
に
よ
る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
形
式
で
設
置
す
る
等
、
柔
軟
な
運
用
を
可
能
と
す

る
。
  

      

  

   (4
) 

都
道
府
県
と
市
町
村
の
協
力
に
つ
い
て
  

20
25

年
の
サ
ー
ビ
ス
量
の
推
計
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い

る
が
、
医
療
計
画
と
の
整
合
性
の
確
保
の
重
要
性
に
鑑
み
、
都
道
府
県
の
介
護
保
険
主
管
部
局
に
お
い
て
は
、
医
療
計

画
主
管
部
局
と
密
接
に
連
携
し
つ
つ
、
市
町
村
に
対
し
て
必
要
な
情
報
提
供
等
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
  

  ５
 
医
療
及
び
介
護
の
体
制
整
備
に
係
る
協
議
の
場
に
つ
い
て
  
 

(1
) 
位
置
付
け
  

「
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
を
総
合
的
に
確
保
す
る
た
め
の
基
本
的
な
方
針
」（

平
成
 2
6 
年
厚
生
労
働
省
告

示
第
 3
54
 号

）
に
お
い
て
は
、
医
療
計
画
、
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
を
一
体
的
に
作
成
し
、
こ
れ
ら
の
計
画

の
整
合
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
都
道
府
県
や
市
町
村
の
医
療
・
介
護
担
当
者
等
の
関
係
者
に
よ
る
協
議

の
場
（
以
下
「
協
議
の
場
」
と
い
う
。）

を
設
置
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
  

協
議
の
場
は
、
医
療
計
画
及
び
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
の
策
定
に
係
る
都
道
府
県
医
療
審
議
会
や
介
護
保
険

事
業
（
支
援
）
計
画
作
成
委
員
会
等
に
お
け
る
議
論
に
資
す
る
よ
う
、
事
前
に
、
関
係
自
治
体
が
地
域
医
師
会
等
の
有

識
者
を
交
え
て
、
計
画
を
策
定
す
る
上
で
必
要
な
整
合
性
の
確
保
に
関
す
る
協
議
を
行
う
場
と
す
る
。
こ
の
た
め
、
３

及
び
４
に
お
け
る
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
の
整
合
性
の
確
保
に
当
た

っ
て
は
、
協
議
の
場
に
お
い
て
十
分
に
協
議
を
行
う
こ
と
。
  

各
計
画
の
最
終
的
な
議
論
は
、
都
道
府
県
医
療
審
議
会
、
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
作
成
委
員
会
等
に
お
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
行
う
こ
と
。
  

 

(2
) 
設
置
区
域
  

協
議
の
場
は
、
二
次
医
療
圏
（
医
療
法
第
 3
0
条
の
４
第
２
項
第
 1
2
号
に
規
定
す
る
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

単
位
で
設
置
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
た
だ
し
、
二
次
医
療
圏
と
老
人
福
祉
圏
域
（
介
護
保
険
法
第
 
11
8 

条
第

２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
区
域
を
い
う
。）

が
一
致
し
て
い
な
い
場
合
等
、
二
次
医
療
圏
単
位
で
の
開
催
が
適
当
で

な
い
場
合
に
は
、
都
道
府
県
が
適
当
と
認
め
る
区
域
で
の
設
置
も
可
能
と
す
る
。
  

ま
た
、
二
次
医
療
圏
は
構
想
区
域
に
合
わ
せ
て
設
定
す
る
こ
と
が
適
当
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
例
え
ば
地

域
医
療
構
想
調
整
会
議
（
医
療
法
第

30
条
の

14
第
１
項
に
規
定
す
る
協
議
の
場
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

の
枠
組
を

活
用
し
、
同
会
議
の
下
に
関
係
者
に
よ
る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
形
式
で
設
置
す
る
等
、
柔
軟
な
運
用
を
可
能
と
す

る
。
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改
正
後
（
新
）
 

改
正
前
（
旧
）
 

(3
) 
協
議
事
項
  

協
議
の
場
は
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
協
議
を
行
う
。
  

①
 介

護
施
設
・
在
宅
医
療
等
の
追
加
的
需
要
に
つ
い
て
  

療
養
病
床
か
ら
生
じ
る
追
加
的
需
要
に
つ
い
て
、
在
宅
医
療
に
お
い
て
対
応
す
る
部
分
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
お
い

て
対
応
す
る
部
分
の
按
分
に
関
す
る
調
整
・
協
議
を
行
う
。
  

②
 具

体
的
な
見
込
み
量
及
び
整
備
目
標
の
在
り
方
に
つ
い
て
  

①
を
踏
ま
え
、
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
及
び
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
見
込
み
量
に
つ
い
て
協
議
を
行
う
。
  

そ
の
際
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
、
市
町
村
と
都
道
府
県
で
の
役
割
分
担
に
関
す
る
協
議
も
行
う
。
例
え
ば
、
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
地
域
偏
在
等
に
よ
り
、
市
町
村
を
越
え
た
広
域
的
な
整
備
目
標
の
調
整
が
必
要
な
場
合
は
、
都

道
府
県
が
積
極
的
に
調
整
を
支
援
す
る
な
ど
に
つ
い
て
も
議
論
を
行
う
。
  

③
 目

標
の
達
成
状
況
の
評
価
に
つ
い
て
 

医
療
計
画
の
見
直
し
と
、
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
の
策
定
に
向
け
、
両
計
画
に
お
け
る
在
宅
医
療
の
整
備
目

標
の
達
成
状
況
及
び
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
見
込
み
量
を
共
有
す
る
。
  

  (4
) 

都
道
府
県
と
市
町
村
の
事
前
協
議
に
つ
い
て
  

協
議
の
場
で
の
協
議
に
先
立
ち
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
医
療
計
画
、
介
護
保
険
主
管
部
局
間
に
お
い
て
、
事
前

に
、
協
議
事
項
に
関
す
る
十
分
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
事
前
の
調
整
に
当
た
っ
て
は
、
追
加
的
需
要
に

対
す
る
受
け
皿
整
備
の
先
送
り
が
発
生
し
な
い
よ
う
留
意
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
計
画
の
策
定
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
を
勘
案
し
、
可
能
な
限
り
早
急
に
調
整
を
開
始
す
る
こ
と
。
  

以
上
 

(3
) 
協
議
事
項
  

協
議
の
場
は
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
協
議
を
行
う
。
  

①
 介

護
施
設
・
在
宅
医
療
等
の
追
加
的
需
要
に
つ
い
て
  

療
養
病
床
か
ら
生
じ
る
追
加
的
需
要
に
つ
い
て
、
在
宅
医
療
に
お
い
て
対
応
す
る
部
分
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て

対
応
す
る
部
分
の
按
分
に
関
す
る
調
整
・
協
議
を
行
う
。
  

②
 具

体
的
な
見
込
み
量
及
び
整
備
目
標
の
在
り
方
に
つ
い
て
  

①
を
踏
ま
え
、
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
及
び
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
見
込
み
量
に
つ
い
て
協
議
を
行
う
。
  

そ
の
際
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
、
市
町
村
と
都
道
府
県
で
の
役
割
分
担
に
関
す
る
協
議
も
行
う
。
例
え
ば
、
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
地
域
偏
在
等
に
よ
り
、
市
町
村
を
越
え
た
広
域
的
な
整
備
目
標
の
調
整
が
必
要
な
場
合
は
、
都

道
府
県
が
積
極
的
に
調
整
を
支
援
す
る
な
ど
に
つ
い
て
も
議
論
を
行
う
。
  

③
 目

標
の
達
成
状
況
の
評
価
に
つ
い
て
 

第
７
次
医
療
計
画
の
中
間
年
に
お
け
る
見
直
し
と
、
第
８
期
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
の
策
定
に
向
け
、
両
計

画
に
お
け
る
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
の
達
成
状
況
及
び
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
見
込
み
量
を
共
有
す
る
。
  

  (4
) 

都
道
府
県
と
市
町
村
の
事
前
協
議
に
つ
い
て
  

協
議
の
場
で
の
協
議
に
先
立
ち
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
医
療
計
画
、
介
護
保
険
主
管
部
局
間
に
お
い
て
、
事
前

に
、
協
議
事
項
に
関
す
る
十
分
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
事
前
の
調
整
に
当
た
っ
て
は
、
追
加
的
需
要
に

対
す
る
受
け
皿
整
備
の
先
送
り
が
発
生
し
な
い
よ
う
留
意
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
計
画
の
策
定
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
を
勘
案
し
、
可
能
な
限
り
早
急
に
調
整
を
開
始
す
る
こ
と
。
  

以
上
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